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「スポ柳都にいがた」プラン名称のいきさつ 

 

平成１７年度に策定した新潟市スポーツ振興基本計画は「スポーツに満ち

た明るく豊かな新潟市」の実現のため、計画を象徴する名称として、『スポ柳
る

都
と

にいがた』と表現しました。 

 スポーツの「スポ」と、スポーツをする、みる、支える、の「る」と合わせ、

「スポる」という造語にしました。そして「る」については、新潟を象徴する

「柳都（りゅうと）」の「柳」を「る」と読み『スポ柳（る）都（と）にいが

た』としました。 
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第１章 計画の策定にあたって 
 

  



 
 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

新潟市は、平成 1７年度に新潟市スポーツ振興基本計画「スポ柳都にいがた」

プランを策定し、市民がいつでも、どこでも、だれとでもスポーツに親しみ、楽

しむことができる「スポーツに満ちた明るく豊かな新潟市」の実現を基本理念と

し、「健康スポーツ」「競技スポーツ」「みるスポーツ」「支えるスポーツ」の４つ

の基本方針の推進と、各分野に関連する「スポーツ情報・スポーツ医科学支援体

制」の充実を図るため、各種施策を推進してきました。 

平成２６年度には第２次計画を策定し、これまでの基本理念や基本方針を引

き継ぎながら、当時の社会状況やスポーツを取り巻く「人口減少と超高齢化」「東

京オリンピック・パラリンピックの開催」「障がい者スポーツの推進」「スポーツ

施設の整備改修」の４つの視点を取り入れ、計画を推進してきました。 

この間、国内外ナショナルチームの合宿等の誘致により、本市のスポーツの拠

点性を高めてきた一方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、さまざまな

スポーツイベント、競技大会の延期・中止を余儀なくされました。外出の自粛や

交流の制限が求められ、日常の運動・スポーツ活動にも大きな影響が及びました。 

そのような中でも、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会等で

の新潟県関係選手の活躍を通じて、スポーツの「人々の心を動かす力」や「楽し

さ」を再確認することができました。 

令和４年３月には国において、第２期スポーツ基本計画の計画中に生じた少

子高齢化の加速や、さまざまな技術革新によるライフスタイルの変化等を踏ま

え、第３期スポーツ基本計画が策定されました。 

こうした国の動向や、本市のスポーツを取り巻く現状や課題を踏まえ、新潟市

スポーツ推進計画第２次「スポ柳都にいがた」プランを引き継ぎ、発展させた、

新潟市スポーツ推進計画第３次「スポ柳都にいがた」プランを策定しました。 
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２ 計画の位置づけ 

 

 （１）本計画は、新潟市総合計画（令和５年度～令和１２年度）に体系づけら

れるものです。 

 

 

（２）本計画は、国が平成２３年に施行した「スポーツ基本法」に基づき、

地方スポーツ推進計画として策定するものです。また、併せて国が策

定した「スポーツ基本計画」の方向性を参考にしています。 

 

【
国
】 

スポーツ基本法 スポーツ基本計画 

根拠・参酌 

【
新
潟
市
】 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

整合 

関連 

分野別計画 

他課の分野別計画 
文化  子育て・教育  健康・福祉 

産業・交流  まちづくり 等 

総合計画 
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３ 計画期間 

 

 計画期間は、令和５年度から令和１２年度までの８年間とします。 

 また、計画の進捗状況、社会情勢、国や本市の政策の動向等により見直します。 

 なお、具体的な施策・事業を明らかにするために、実施計画を策定し計画を推 

進します。 

 

 Ｒ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

国の計画 

スポーツ 

基本計画 

         

 

新潟市 

総合計画 

 

 

 

 

        

 

スポ柳都 

にいがた 

プラン 

 

 
 

 

        

実施計画 

         

令和１２年度までの８年間を計画期間とします。ただし、大きな

社会・経済状況の変化などにより必要に応じ見直します。 

令和１２年度までの８年間を計画期間とします。ただし、上位計画

の動向、社会状況の変化などにより必要に応じ見直します。 

令和４年度から５年間の計画期間 

４年 ４年 
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４ 「スポーツ」の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ スポーツの持つ役割や意義 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、競技スポーツだけでなく、散歩やレクリエーション、野外活動

も含めた身体的活動全般、さらにはスポーツを観戦したり、スポーツをボラ

ンティア活動として支えたりすることなど、スポーツの範囲については「す

る」「みる」「支える」スポーツとして幅広くとらえています。 

（１）体力の向上、健康の保持・増進、精神的充足感や楽しさ、喜びをもたらす。 

 

（２）生活の質の向上や自己実現を図るなど、心の豊かさと生きがいをもたらす。 

 

（３）人間の可能性の極限を追求する営みを有し、夢や感動、希望を与えてくれる。 

 

（４）主体性・自立性、克己心、フェアプレーの精神、コミュニケーション能力の

育成や思いやりの心を培うなど、人間形成に寄与する。 

 

（５）家族や仲間との人間的なふれあい、地域の連帯感や活力の増進など地域コミ

ュニティの活性化をもたらす。 

 

（６）スポーツを通じた健康増進により健康長寿社会に寄与する。 

 

（７）スポーツは、様々な人や地域との交流を深める。 
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第２章 スポーツを取り巻く 

現状と課題 
  



 
 

１ 社会情勢の変化 

  

（１）少子・超高齢社会の進行 

  新潟市独自の推計に基づくと、老年人口（６５歳以上）は２０４５年まで増 

加し続け、２０４５年を過ぎると減少に転じる見込みです。一方で、高齢化率 

については、生産年齢人口（１５～６４歳）および年少人口（１５歳未満）が 

今後も減少を続けるため、２０４５年以降も上昇を続ける見込みです。 

 また、本市の市町村国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者１人当た 

り医療費は年々増加しています。 

 

 ■年齢区分別人口の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■1 人当たり医療費（国保＋後期高齢者医療制度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（総務省）、 

新潟市独自推計 

注記：平成２７（２０１５）年 

および令和２（２０２０） 

年は不詳補完値による。 

   平成２２（２０１０）年 

以前については不詳を除 

いて算出している。 

出典：医療費の地域差分析 
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（２）ＤＸ※などの急速な技術革新 

  デジタル化の進展により生活の利便性が向上したほか、スポーツイベント 

にもデジタル技術を活用する動きがみられました。その一方で、テレワークの 

増加等に伴う運動不足も懸念されています。 

 

 

 

 

（３）新型コロナウイルス感染症の影響 

  人々の生活は、感染拡大防止の観点からソーシャルディスタンスの確保や 

マスクの着用、「３密」の回避といった「新しい生活様式」に基づくスタイル 

へと大きく様変わりし、社会活動の基盤である人と人の緊密なコミュニケー 

ションが制限され、人的交流や地域活動にも影響が及びました。このような非 

接触社会への変化は、「働き方」や「生活様式」等のライフスタイルの変化を 

もたらしたほか、外出自粛による運動機会の減少・ストレス増加などの心の健 

康への悪影響やスポーツを核とした地域の交流活動にも影響を及ぼしていま 

す。 

 

（４）東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催 

選手は、練習環境の制約等、これまで経験したことのない極めて困難な状況 

下に置かれたものの、それでもなお、目標に向かって努力を重ね、全力で競技

に挑む真摯な姿は、国内外の多くの人々に感動をもたらしました。 

また、東京大会から初めて正式競技として採用されたアーバンスポーツ※や

パラリンピックの競技・種目等は、初めて目に触れる機会を持った人々が多く、

新鮮さと高い関心を持って受け入れられました。 

それに加えて、仲間同士で励まし合う姿、対戦相手が互いのプレーをたたえ

あう姿といった光景のほか、新型コロナウイルスの影響下での開催という特別

な事情の下、安心・安全な形での大会・競技運営を支えたスタッフやボランテ

ィアの献身的な姿を世界中の人々が目の当たりにしました。 

これらのことを通じて、「人々の心を動かす力」や「楽しさ」等のスポーツ

が持つ価値を改めて見出すことができたほか、多様な人々の相互理解を一段と

深め、共生社会に対する理解・関心が高まりました。 
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 ※アーバンスポーツ   

極限までの速さや高さ、離れ業を競い合う「エクストリームスポーツ」の中で、都市での開催が可能なもの。都市型スポー 

ツともいわれ、スケートボードやスポーツクライミング、BMX などがある。 

 ※DX  

 Digital Transformation の略。IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる、という概念で、

「企業がテクノロジーを利用して事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」という意味合いで用いられる。 



 
 

（５）ライフステージに応じた健康確保 

  新潟市の健康寿命※は、全国同様、男女ともに伸びている一方で、平均寿命

と健康寿命には差が見られます。市民が、生涯を通じて健やかに過ごすために

は、健康寿命を延伸し、健康でない期間を短くしていくことが重要であり、そ

の一環として、運動・スポーツを通じた健康づくりを推進し、全世代がライフ

ステージに合わせた運動・スポーツ習慣を確立するよう取り組んでいきます。 

 

 

 

 

■男女別 新潟市・新潟県・全国健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

■男女別 健康寿命と平均寿命の差 
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出典：健康寿命 

    健康寿命の算定・評価と延伸可能性の

予測に関する研究 

    （厚生労働行政推進調査事業補助金） 

 

   平均寿命 

    市区町村別生命表（厚生労働省） 

男性 

女性 

69.47 71.00 72.03 72.52 69.91 71.47 72.45 72.61 70.42 71.19 72.14 72.68 65
H22 H25 H28 R元

新潟市 新潟県 全国

 ※健康寿命   

  健康上の理由で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

出典：健康寿命 

    健康寿命の算定・評価と延伸可能性の

予測に関する研究 

    （厚生労働行政推進調査事業補助金） 

 

   平均寿命 

    市区町村別生命表（厚生労働省） 



 
 

２ 新潟市のスポーツにおける現状と課題 

 

（１）生涯スポーツ社会を実現するためには、スポーツの持つ「健康に良い」と 

いう価値を、実践することで高め、それを習慣づけることが大切です。し 

かしながら、本市の週１日以上スポーツをする市民の割合は、国の割合を 

下回っている状況です。 

 

  ■週 1日以上スポーツをする市民の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）デジタル化の進展から、スクリーンタイム※の増加による運動不足や、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、スポーツ離れが懸念さ

れています。 

 

 

 

 

（３）少子化の影響によるチームスポーツを行う機会の減少など、子どもを取り 

巻くスポーツ環境の変化への対応が課題となっています。 

 

 

（４）東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会での日本人選手の活 

躍により、スケートボードやスポーツクライミングといったアーバンスポ

ーツ、ボッチャなどの障がい者スポーツが注目され、多種多様なスポーツ

への人々の関心が広がりました。 

 

 

（５）誰もが楽しさや喜びを持てるよう、スポーツを行いやすい環境整備に努め、 

自発的なスポーツへの関わりが広がるよう取り組むことが重要です。 
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 ※スクリーンタイム   

 1 日あたりのテレビ、スマートフォン、ゲーム機等の視聴時間のこと。 

出典：新潟市 

（％） 



 
 

 

 

（６）スポーツの競技力の向上に加え、スポーツを通じて楽しさや喜びを得る機 

会を提供するためには質の高い指導者の存在が不可欠です。 

 

 

（７）次世代アスリートの発掘・育成やプロ選手の輩出は、新潟と世界をつない 

でくれる礎となります。そのためには、アスリートの育成・強化、競技力

の向上と併せて、指導者の育成や確保、資質の向上にも取り組むことが重

要です。 

 

 

（８）フィギュアスケートロシア代表や空手フランス代表、女子硬式野球の日本 

代表など、国内外ナショナルチームの合宿等の誘致により、スポーツの拠

点として評価が高まっています。 

 

 

（９）合宿・大会の誘致やスポーツイベントは、多くの誘客を実現するとともに、 

より多くの人がスポーツを楽しむことで、様々な人や地域との交流を深め

ました。 

 

 

（１０）スポーツの持つ力を、引き続き地域の活性化やまちづくりに役立ててい 

くことが重要です。 
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３ 新潟市におけるスポーツの特徴・強み 

 

 

  

  

 

 

 新潟市は、本州日本海側唯一の政令指定都市であり、国内外と結ばれた交通ア

クセスなど、優れた拠点性を有するとともに、ビッグスワンやアイスアリーナと

いったスポーツ施設が充実しています。 

 平成１４（２００２）年、サッカーのワールドカップ３試合が開催されたこと

や、翌年に地域のプロスポーツチームであるアルビレックス新潟がＪ２リーグ

で優勝したことなどをきっかけに、市民のスポーツに対する意識や行動が大き

く変化しました。 

また、全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、ほとんどの項目で市内

小中学生の平均値が全国平均を上回るなど、基礎的な体力・運動能力が育まれる

土壌があると考えられます。 

 さらに、早起き野球大会の参加チーム数が全国トップクラスであること、令和

３（２０２１）年の J リーグにおいてアルビレックス新潟の年間観客動員数が

全クラブの中で最多となったことなど、地域でスポーツを楽しみ、応援する気運

が高い都市です。 

 

   

■全国体力・運動能力、運動習慣等調査の     ■2021 シーズン J リーグ年間観客動員数 

 うち実技調査での体力合計点の平均値 

 

 

「地域から愛され育まれるスポーツ」 
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出典：スポーツ庁 

「令和 3 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

出典：J.LEAGUE Data Site「年度別入場者数推移」 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

第３章 基本方針・目標 
 

  



 
 

１ 基本理念 

  

 

 

 

 

 

市民一人一人が、健康の保持・増進、ひいては健康寿命の延伸につながる豊か

な生活を営むことができるよう、ライフステージに応じたスポーツに親しめる

機会の提供に取り組み、生涯スポーツ社会の実現とスポーツの魅力を活かした

まちの活性化を目指します。 

 

 

 

 

 

「スポーツによる活力の創出」 

【基本理念】

スポーツによる
活力の創出

生涯

スポーツ社会

競技力

人材育成
まちづくり
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２ 基本方針 

 

 本計画を着実に実現するため、以下の３つの基本方針をもって、施策を推進

します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 誰もが参加できるスポーツの機会創出 

(２) スポーツを支える環境づくり 

(１) 選手・指導者の育成 

(１) スポーツを通じた交流の推進 

(２) スポーツの魅力を活かした愛着の醸成と賑わいづくり 

１ 生涯スポーツ社会の実現 

２ 競技力の向上、人材育成の推進 

３ スポーツを活かしたまちづくり 
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３ 到達目標 

 

 

 

 

      ※散歩やラジオ体操などの軽い体操、自転車での通勤なども含みます。 

 

 

 

 

 

 平成２６年度に策定した第２次計画の到達目標は、市民（成人）の週１日以

上スポーツをする市民の割合を、当時の国のスポーツ基本計画の目標値である

６５％としてきました。 

令和４年度に本市が実施したアンケート調査の結果では、割合が５０．８％

となり、目標値には達していないものの、第２次計画策定時の調査（平成２６

年度）と比較し、上昇しました。 

また、スポーツを実施する、観戦するなどの本市のスポーツを取り巻く環境

への満足度についても調査し、４２．５％という結果となりました。 

今後の週 1日以上スポーツをする市民の割合については、国の定めた７０％

を目標とし、スポーツ環境への満足度については、目標を６０％とし、スポー

ツによる活力の創出を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 成人における週１日以上スポーツをする市民の割合  

※「スポーツに関する市民意識調査」 

R4「次期総合計画成果指標に関するアンケート調査」の結果より 

年度 実績 目標値 

Ｈ２０年度 ３６.１％ ２４.３％ 

Ｈ２３年度 ３２.６％ 拡充 

Ｈ２６年度 ４７.２％ ５０.０％ 

Ｒ３年度 
５２.２％ 

 （参考）国５６.４％ 

６５.０％ 

 （参考）国６５.０％ 

R4 年度 50.8% ６５.0% 

Ｒ５～Ｒ１２年度 － ７０.０％ 
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スポーツ環境への満足度を６０％ 



 
 

 

 

 

 

 

 

第４章 計画の推進 
 

  



 
 

１ 計画の体系 

 

ス
ポ
ー
ツ
に
よ
る
活
力
の
創
出 

１ 

生涯スポーツ 

社会の実現 

（１） 

誰もが参加できるスポ

ーツの機会創出 

①子どものスポーツ推進 

②働き盛り・子育て世代のスポーツ推進 

③高齢者のスポーツ推進 

④障がい者スポーツの推進 

⑤スポーツイベント・教室の充実開催 

⑥暮らしの中での健康づくり 

（２） 

スポーツを支える 

環境づくり 

①スポーツを支える組織（スポーツ推進

委員・スポーツ振興会・スポーツ少年団・

スポーツボランティア等)の育成・支援 

②市民から愛される指導者の養成 

③スポーツ施設の整備・改修、施設利用

環境の充実 

④気軽にスポーツに取り組める情報を

発信 

⑤子どもを取り巻くスポーツ環境の変

化への対応 

⑥医科学など関連分野との連携 

２ 

競技力の向

上、人材育成

の推進 

（１） 

選手・指導者の育成 

①ジュニアを主体とした競技力向上施

策の推進 

②指導者の育成・資質向上の取組 

③障がい者の競技スポーツ推進 

３ 

スポーツを活

かしたまちづ

くり 

（１） 

スポーツを通じた 

交流の推進 

①文化・スポーツコミッションと一体と

なった大会・合宿等の誘致 

（２） 

スポーツの魅力を活か

した愛着の醸成と 

賑わいづくり 

①地元プロスポーツとの連携 

②スポーツを活用した賑わいづくり 
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２ 成果指標・目標値 

 

 基本理念実現に向けた進捗を測るための総合指標のほか、総合指標の目標達

成を図るうえで重視する個別の成果を施策指標とし、次のとおりとします。 

 

総合 

週１日以上スポーツをする市民の割合 
５０．８％ 

※１ 
７０％ 

スポーツ環境への満足度 
４２．５％ 

※１ 
６０％ 

施策 

卒業後にも運動やスポーツをしたい 

と思う児童の割合（小学校５年生） 
８７％ ９０％ 

卒業後にも運動やスポーツをしたい 

と思う生徒の割合（中学校２年生） 
８３％ ９０％ 

週１日以上スポーツをする 

３０・４０代の市民の割合 

４４％ 

※１ 
６５％ 

週１日以上スポーツをする 

６５歳以上の市民の割合 

５６％ 

※１ 
７０％ 

スポーツ施設利用者数 ２５４万人 ３８０万人 

スポーツに関する情報発信が足りないと

感じる市民の割合 

４０％ 

※１ 
２５％ 

市内小中高生への激励金支給件数 ９０件 １４０件以上 

スポーツ指導者研修会の延べ参加者数 

※２ 
４０人 ８００人 

障がい者スポーツ全国大会等 

参加激励金支給件数 
６件 ８件以上 

主要スポーツイベント 
観戦者数 １１，８００人 ３１，２００人 

参加者数 １，７００人 １３，７５０人 

※１ 令和４年度値を採用 

※２ 現状値（４０人）は令和３年度の単年度の値、目標値については今後８年間（令和

５年度～令和１２年度）での延べ参加者数 
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３ 基本施策 

 

 

 

 

【施策指標】 

 

※１ 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」のうち、思う・やや思う を回答した割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 誰もが参加できるスポーツの機会創出 

(２) スポーツを支える環境づくり 

成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

 目標値 

（令和１２年度） 

卒業後にも運動やスポーツをしたいと思う 

児童の割合（小学校５年生）※１ 
８７％ ⇒ ９０％ 

卒業後にも運動やスポーツをしたいと思う 

生徒の割合（中学校２年生）※１ 
８３％ ⇒ ９０％ 

週１日以上スポーツをする 

３０・４０代の市民の割合 
４４％ ⇒ ６５％ 

週１日以上スポーツをする 

６５歳以上の市民の割合 
５６％ ⇒ ７０％ 

スポーツ施設利用者数 ２５４万人 ⇒ ３８０万人 

スポーツに関する情報発信が足りないと 

感じる市民の割合 
４０％ ⇒ ２５％ 

基本方針１ 生涯スポーツ社会の実現 
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（１）誰もが参加できるスポーツの機会創出 

  

子どもから高齢者、障がい者までが生涯にわたって、スポーツ・レクリエ

ーションを通じて、健康で豊かな生活を営むことができる取り組みを推進し

ます。  

また、気軽にスポーツに親しみながら体力の向上や運動の習慣化に取り組

んでもらえるよう、大会の運営や各種スポーツ教室の開催などに、トップア

スリートや関係団体とも連携しながら取り組みます。 

 

 

①子ども※のスポーツ推進  ※幼児から中学生 

生涯にわたってスポーツに親しみ豊かな生活を実現していくための基礎作

りとして、幼児期から、いかに楽しく遊びを通して運動を体験していくかが重

要です。 

スポーツの体験やきっかけづくり、成果を発揮できる機会の充実など関係団

体と連携しながら取り組みます。 

子どもたちがさまざまな他者と関わり、その存在と頑張りを認めてくれる環

境は重要であり、学校や地域コミュニティや家庭の関わりの中で、気軽にスポ

ーツに親しみ楽しみながら体力向上、自ら興味や関心を持ち運動の習慣化につ

ながるよう施策を展開します。 

 

【施策の方向】 

◆ 幼児期の運動遊びの推進 

◆ 子どもの体力向上方策の推進 

◆ 子どもを取り巻くスポーツ環境の充実 

◆ 子どもが主役の各種スポーツ事業の実施 

◆ 関係団体と連携した子どものスポーツ活動の推進 

 

 

 

基本方針１ 生涯スポーツ社会の実現 
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②働き盛り・子育て世代のスポーツ推進 

仕事や家事、育児が忙しくなる働き盛り・子育て世代のスポーツ実施率は、

他の年代に比べて低い傾向があります。自分に合った健康保持・増進の方法を

具体的に知り、日常生活の中でできる取り組みを取り入れ、生活習慣病の予防、

生涯を通じた健康保持・増進が重要です。スポーツをする楽しさや運動するこ

との重要性に気付いてもらい、楽しみながら運動を継続できるような取り組み

を推進し、気軽に参加できるプログラムを充実するとともに、身近な場所で運

動・スポーツに取り組める機会を提供します。 

 また、２０～３０代の女性のスポーツ実施率は男性に比べて低い傾向があり

ます。生涯にわたって楽しむことができる環境づくり、及び女性のスポーツへ

の参加促進策の検討に取り組みます。 

 

【施策の方向】 

◆ 運動・スポーツ活動の広報活動の充実 

◆ 気軽にスポーツに親しみ楽しめる機会の提供 

◆ 関係団体と連携した健康増進活動の推進 

◆ 子育て期の運動・スポーツ環境や機会の充実 

◆ 親子で楽しくスポーツに親しめる機会の提供 

◆ 女性のスポーツ参加促進・環境整備の検討 

 

 

③高齢者のスポーツ推進 

 本市の健康寿命は、全国同様、男女ともに伸びている一方で、平均寿命と健

康寿命には差があることから、健康上の問題で日常生活が制限される「健康で

ない期間」を短くすることが重要です。 

 生涯にわたって健康を保持・増進していくために、日常生活で無理なく気軽

に身体を動かし楽しみながら取り組める施策を推進します。 

 

 【施策の方向】 

 ◆身近な地域で気軽に参加できる運動機会の提供 

 ◆関係団体と連携した様々な運動プログラムや運動機会の提供 
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④障がい者スポーツの推進 

 本市は、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が互いに人格と個性を尊重

しあいながら、安心して暮らすことのできる共生社会を目指しています。 

 障がいの有無にかかわらず、誰でも楽しめる障がい者スポーツの普及・促進

を図るとともに、障がいのある方が身近な場所で自主的かつ積極的にスポーツ

を行うことができるよう、関係団体と連携しながら取り組みます。 

 

【施策の方向】 

 ◆障がい者スポーツの振興体制の充実 

 ◆障がい者スポーツ大会の開催や派遣への支援 

 ◆障がい者スポーツの普及・振興 

 ◆関係団体と連携した運動・スポーツ機会の促進 

 

 

⑤スポーツイベント・教室の充実開催 

  スポーツイベントは、参加者の健康の保持・増進はもとより、市民との交

流や地域の活性化にも大きく貢献します。 

  地域で気軽に参加できるものから、新潟シティマラソンなど全国規模の大

会まで、市民のニーズを把握しながら積極的に開催するほか、トップアスリ

ートや関係団体と連携し、これまで参加したことがない人へのきっかけづく

りや、スポーツへの興味・関心を高め、スポーツ参画人口を増やすよう取り

組みます。 

 

【施策の方向】 

  ◆新潟シティマラソン等スポーツイベントの開催 

  ◆各種スポーツ教室、地域スポーツ大会等の開催 

  ◆トップアスリートや関係団体との連携 
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⑥暮らしの中での健康づくり 

  生涯スポーツ社会を実現するためには、スポーツの持つ「健康に良い」と

いう価値を、実践することで高め、それを習慣づけることが大切です。 

  ウオーキングやジョギング、ランニングをはじめ、通勤や通学など日常の

暮らしの中で、自然と体を動かし、健康になれるまちづくりを推進します。 

  

【施策の方向】 

 ◆気軽に取り組める運動の情報発信、機会の創出 
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（２）スポーツを支える環境づくり 

  

スポーツと地域の関わり、スポーツの多様化や少子化による影響など、取

り巻く環境の変化に対応しながら、関係者と共にスポーツ環境の充実や指導

者の育成など、ハード・ソフト両面から市民のスポーツ活動を支えます。 

医科学など関連分野との連携も踏まえながら、スポーツ実施や健康増進に

資する取組を推進します。 

 

 

①スポーツを支える組織（スポーツ推進委員・スポーツ振興会・スポーツ少年 

団・スポーツボランティア等）の育成・支援 

 市民が気軽にスポーツに親しみ楽しむためには、身近な地域におけるスポー

ツに取り組める環境の整備が重要です。スポーツ推進委員やスポーツ振興会、

スポーツ少年団などの地域のスポーツ組織は、市民が生涯にわたってスポーツ

に参加できる基盤となるとともに、地域社会の再生においても重要な意義を持

つものと考えられます。 

市民が主体的に参画する地域のスポーツを支える組織及びスポーツボラン

ティア等の育成・支援に取り組み、スポーツを地域に根付かせ、自主的なスポ

ーツ活動を活性化させていくほか、スポーツ活動を支えるスタッフ・ボランテ

ィアの必要性や活動内容を市民に周知し、活動機会の拡充に取り組みます。 

 

【施策の方向】 

 ◆スポーツ推進委員の育成・支援 

 ◆スポーツ振興会の育成・支援 

 ◆スポーツ少年団等の地域スポーツクラブの育成・支援 

◆地域スポーツと学校との連携推進 

 ◆スポーツボランティアの育成・支援 

  

 

基本方針１ 生涯スポーツ社会の実現 
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②市民から愛される指導者の養成 

 生涯スポーツ社会を実現するためには指導者の育成、資質向上の取り組みが 

不可欠です。運動をする人の喜びや感動を自分のことのように感じ、心や身体 

の痛みも感じ取れる感受性を持ち、常に指導内容・方法を工夫・改善する努力 

を怠らない研究心を備え、市民を愛し市民から愛される指導者を養成します。 

 

【施策の方向】 

 ◆指導者の養成・登録・派遣 

 ◆種目や対象者を越えた指導者育成の研究 

 

 

③スポーツ施設の整備・改修、施設利用環境の充実 

市民にとって身近なスポーツ施設の整備を進めてきた結果、本市の人口当た

りの施設数は、政令指定都市の中で最も多く、市民のだれもが気軽にスポーツ

を楽しむことができます。 

一方、これらのスポーツ施設の維持管理に必要な経費が増加しているほか、

老朽化が進んでいる施設もあります。民間活力の導入等も踏まえ、本市の拠点

性を活かしたスポーツ施設のあり方を検討するとともに、サービス機能を維持

しながら、安全・安心に利用していただけるよう、利用環境の充実に取り組み

ます。 

 

【施策の方向】 

 ◆スポーツ施設の整備・改修方針の検討 

 ◆スポーツ施設の整備・改修方針に基づいた取組の推進 

 ◆施設利用環境の充実に向けた検討 
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④気軽にスポーツに取り組める情報を発信 

 市民がスポーツに気軽に取り組むためには、情報を手軽に入手できる環境づ

くりが必要不可欠です。 

 市民が様々なスポーツ活動に参加しやすくなるよう、スポーツ施設の利用や

イベント、スポーツ団体の情報などを広報紙等に加え、ホームページやＳＮＳ

を通じて発信します。 

 

【施策の方向】 

  ◆各種スポーツ情報の充実 

  ◆多様な媒体での情報発信 

 

 

 ⑤子どもを取り巻くスポーツ環境の変化への対応 

  中学生等の青少年に対する部活動の運営主体が学校から地域へと移行する

改革を踏まえ、子どもたちが地域において多種多様なスポーツを安全・安心に

実施できるような環境の構築に向けて関係団体と連携しながら取り組みます。 

 

【施策の方向】 

  ◆子どもを取り巻くスポーツ環境の充実 

  ◆指導者の養成、資質向上 

 

  

⑥医科学など関連分野との連携 

  子どもから高齢者、障がい者まで、あらゆる年代、対象が、より安全に安心

して、そして効果的にスポーツに取り組むために、医科学などの関連分野と連

携し、スポーツを通じた健康増進を推進します。 

 

【施策の方向】 

  ◆科学的根拠に基づいた安全かつ効果的なスポーツの習慣化促進の検討 
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【施策指標】 

 

※１ スポーツの国際大会等出場者激励金 及び 学校体育関係全国大会等出場激励金（全国 

中学校総合体育大会分） 

 

※２ 全国障がい者スポーツ大会は除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 選手・指導者の育成 

成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

 目標値 

（令和１２年度） 

市内小中高校生への激励金支給件数※１ ９０件 ⇒ １４０件以上 

スポーツ指導者研修会の延べ参加者数 ４０人 ⇒ ８００人 

障がい者スポーツ全国大会等 

参加激励金支給件数※２ 
６件 ⇒ ８件以上 

基本方針２ 競技力の向上、人材育成の推進 
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（１）選手・指導者の育成 

  

新潟から世界へ羽ばたく選手を育成し、世界を目指すスポーツ文化の発信地

となるよう、競技力の向上を推進します。 

また、将来の活躍が期待されるジュニア選手の育成・強化や、指導者の育成・

資質向上、障がい者の競技スポーツの普及促進を図ります。 

 

 

①ジュニアを主体とした競技力向上施策の推進 

  小・中・高校生にとって、競技力の向上への取り組みは、自主性・自立性

や克己心、フェアプレーの精神、コミュニケーション能力の育成や思いやり

の心を培うなど、人間形成に大きく寄与するものです。また、活躍する選手

の姿は、市民に夢や感動、希望や勇気を与えるとともに、本市を国内外にア

ピールする格好の機会ともなります。 

  新潟と世界をつないでくれる礎となる、次世代アスリートの発掘・育成や

プロ選手の輩出を目指し、本市の競技力向上を担うスポーツ協会をはじめス

ポーツ関係団体等との医科学連携を図りながら、新潟から世界に羽ばたく選

手の育成を目標に強化活動に取り組みます。 

   

【施策の方向】 

 ◆ジュニア強化事業の推進 

  ◆関係団体が連携した競技力向上に向けた取組の推進 

  ◆競技力向上に向けた医科学連携の推進 

  ◆医科学講習会等の開催 
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基本方針２ 競技力の向上、人材育成の推進 



 
 

②指導者の育成、資質向上の取組 

  子どもたちにはスポーツに取り組むことで、技術の向上だけでなく、楽し

さや喜び、心の豊かさや生きがいを感じてもらい、指導者は子どもたちの発

育・発達・技能レベルや志向に立脚し、活動におけるマナーやエチケットに

関する指導を行いながら子ども達との良好な関係を構築することが求めら

れます。 

我が国におけるスポーツ指導体制は、日本スポーツ協会や加盟競技団体が

公認スポーツ指導者として地域レベルからトップレベルまでさまざまな対

象に応じた指導者を養成しています。本市における指導者の育成・資質向上

の取り組みは、その補完的な役割を果たすとともに、スポーツ活動を通じ、

豊かな心を育み、生涯に渡って身体を動かすことのできる楽しさや喜びを提

供できる質の高い指導者の育成、支援を目指すこととします。 

 

【施策の方向】 

 ◆競技指導者の育成、支援 

 ◆指導者養成講習会等の開催 

 ◆種目や対象者を越えた指導者育成の研究 

 

 

 ③障がい者の競技スポーツ推進 

東京２０２０パラリンピック競技大会で本市ゆかりの選手が活躍するな

ど、障がい者スポーツに対する人々の関心が広がり、競技スポーツとしての

強化と普及を図られることが期待されています。 

障がい者スポーツに関わる関係団体、医科学関係者、既存のスポーツ団体

が連携し、競技スポーツの推進に取り組みます。 

  

【施策の方向】 

◆障がい者スポーツ関係団体連携会議の開催 

  ◆障がい者スポーツ大会の開催や派遣への支援 

  ◆障がい者の競技スポーツの普及・振興 
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【施策指標】 

 

※１ ホームタウンチームのホーム戦の観戦者数（１試合あたり観戦者数）【上段】 

 

※２ 新潟市シティマラソン、新潟シティライド、新潟ヒルクライムのエントリー数【下段】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) スポーツを通じた交流の推進 

(２) スポーツの魅力を活かした愛着の醸成と賑わいづくり 

成果指標 
現状値 

（令和３年度） 

 目標値 

（令和１２年度） 

主要スポーツイベント 

観戦者数※１ １１，８００人 

⇒ 

３１，２００人 

参加者数※２ １，７００人 １３，７５０人 

基本方針３ スポーツを活かしたまちづくり 
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（１）スポーツを通じた交流の推進 

   

新潟市の持つ魅力を活かした、国際・全国大会や合宿の誘致、イベントなど 

の開催により、スポーツを通じた交流を推進し、地域や経済の活性化につなげ 

ます。 

 

 

①文化・スポーツコミッションと一体となった大会・合宿等の誘致 

  本市は、国内外および市内主要スポーツ施設との交通アクセスが容易であ

るほか、通年型のアイスアリーナを有し、宿泊施設が充実しているなど、ス

ポーツ環境が整った都市として、大会・合宿等の受け入れ実績を積み重ねて

きました。これまでに、フィギュアスケートロシア代表や空手フランス代表、

女子硬式野球の日本代表など、国内外ナショナルチームの合宿等の誘致によ

り、競技団体等から高評価をいただいています。 

合宿・大会の誘致やスポーツイベントは、多くの誘客を実現するとともに、

より多くの人がスポーツを楽しむことで、様々な人や地域との交流を深める

ことができます。また、市民のスポーツへの関心を高め、地域の活性化、経

済効果にもつながるものです。 

   国や、日本オリンピック委員会、中央競技団体等の情報を収集し、県や「新

潟市文化・スポーツコミッション」と連携をとりながらナショナルレベルの

大会や合宿等の誘致を積極的に推進します。 

 

【施策の方向】 

   ◆国際・全国規模の大会等誘致・開催 

◆ナショナルチームの合宿等誘致 
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基本方針３ スポーツを活かしたまちづくり 



 
 

 

 

 

（２）スポーツの魅力を活かした愛着の醸成と賑わいづくり 

   

地元プロスポーツチームをはじめ、スポーツ団体などとの連携により、観戦 

や社会貢献活動などを通じスポーツに親しみ新潟市への愛着を深めてもらう

とともに、賑わいのあるまちづくりにつなげます。 

 

 

①地元プロスポーツチームとの連携 

本市は、スポーツの振興と青少年の健全育成、市民の連帯感の醸成と地域の

活性化を目的にアルビレックス新潟をはじめとした地元プロスポーツチーム

を支援しています。その存在は、市民に大きな夢や感動を与え、国内外に本市

の魅力を大きく発信しています。 

  また、地元プロスポーツチームのホームタウンとして、まちの景観にスポー

ツを取り入れる等、スポーツの機運醸成や郷土への愛着を深めることへと繋

げます。 

 競技力の向上などにも貢献し、世界に羽ばたくトップアスリートも誕生して

います。プロスポーツチームなどトップアスリートの技術や経験を地域に還元

することは、地域スポーツの活性化と裾野の拡大、次世代アスリートの発掘・

育成などにもつながります。このような好循環の創出に向け、地元プロスポー

ツチームと地域との連携・協働を推進します。 

  

【施策の方向】 

  ◆地元プロスポーツチームとの連携・協働した取り組みの推進 

  ◆スポーツの機運醸成、郷土への愛着形成 
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基本方針３ スポーツを活かしたまちづくり 



 
 

②スポーツを活用した賑わいづくり 

 地元プロスポーツチームの試合観戦や、新潟シティマラソンをはじめとする

スポーツイベントの開催等により、街中への回遊性を高めるなど、交流人口の

拡大及びまちの賑わい創出に取り組みます。 

  

【施策の方向】 

 ◆交流人口の拡大、まちの賑わい創出 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「スポ柳都にいがた」プランと SDGs※  

本計画に掲げる取組を着実に進めることで、基本理念の実現を図るとともに、SDGs で掲げる各ゴールの 

達成にも貢献していきます。 

SDGs が掲げる１７の目標のうち、本計画と関連し達成を目指すゴールは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

※SDGs（持続可能な開発目標）とは、平成２７（2015）年の「国連持続可能な開発サミット」で採択された令

和１２（2030）年までの世界共通の目標「Sustainable Development Goals」の略称です。 

「誰一人取り残されない」持続可能なよりよい社会の実現を目指し、国をはじめ全国の地方自治体で積極的 

な取り組みが進められています。 
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４ 計画の進行管理・推進組織 

（１）本計画の進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）、実行 

（Do）、評価（Check），改善（Action））の考え方を基本とし、事業の継続的な 

改善を図ります。 

また、本計画の指標や方針に掲げた項目を着実に推し進めていくために具 

体的な施策・事業を掲げた実施計画を策定します。 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

（２）本計画の推進にあたり、関係する団体等と連携を図るとともに、スポーツ 

推進審議会内に「スポ柳都にいがた」プラン推進会議を設置し、施策の実施状 

況や数値目標などを点検・評価し、計画の適切な進行管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 

実行（Do） 

評価（Check） 

改善（Action） ＰＤＣＡサイクル 

市 民 

 

新潟市 

新潟市スポーツ推進審議会 

学識経験者・スポーツ団体代表者 

学校体育関係者・公募委員 

 

 「スポ柳都にいがた」プラン推進会議 

スポーツ団体 地域団体 民間団体 学 校 

連携・協働 参画 

諮問・答申 

提案・評価 
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新潟市スポーツ推進審議会委員 

 

任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

区分 Ｎｏ 氏名 役職等 

学 

識 

経 

験 

者 

１  青 野 光 子 新潟青陵大学短期大学部 幼児教育学科長 教授 

２  太 田 玉 紀 （医）宮仁会 猫山宮尾病院 内科部長 

３  齋 藤 洋 一 郎 新潟日報カルチャースクール 講師 

４  杉 浦 善次郎 新潟経営大学 学長 教授 

５  髙 橋 直 子 （株）新潟日報社 論説編集委員会 委員 

６ 会 長  西 原 康 行 新潟医療福祉大学 副学長 教授 

７  山 本 智 章 新潟リハビリテーション病院 院長 

ス 

ポ 

ー 

ツ 

団 

体 
関 

係 

者 

８  田 村 千恵子 新潟市インディアカ協会 理事 

９  徳 田 絵 美 新潟市馬術協会 理事 

１０  頓 所 理 加 新潟市野球連盟 常任理事 

１１  野 田 文 江 新潟県障害者スポーツ協会 理事 

１２  速 水   裕 新潟市スポーツ推進委員連盟 会長 

１３  丸 田   徹 新潟県障害者交流センター 所長 

１４ 副会長  山 内 春 夫 （公財）新潟市スポーツ協会 副会長 

学
校
体
育
関
係
者 

１５  大 矢 晃 子 新潟市立西幼稚園 園長 

１６  門 倉 純 一 新潟市小学校体育連盟 副会長 

１７  藤 田   淳 新潟市中学校体育連盟 事務局長 

公
募 

１８ 田 巻 明 恒 公募委員 
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新潟市スポーツ推進計画 

第３次 「スポ柳都にいがた」プラン 

【策定検討委員会委員】 

 

Ｎｏ 氏名 役職等 

１  青 野 光 子 新潟青陵大学短期大学部 幼児教育学科長 教授 

２  齋 藤 洋一郎 新潟日報カルチャースクール 講師 

３ 委員長  西 原 康 行 新潟医療福祉大学 副学長 教授 

４  山 本 智 章 新潟リハビリテーション病院 院長 

５  田 村 千恵子 新潟市インディアカ協会 理事 

６ 速 水   裕 新潟市スポーツ推進委員連盟 会長 

７  丸 田   徹 新潟県障害者交流センター 所長 

８ 副委員長 山 内 春 夫 （公財）新潟市スポーツ協会 副会長 

９  門 倉 純 一 新潟市小学校体育連盟 副会長 

１０  藤 田   淳 新潟市中学校体育連盟 事務局長 
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